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会    議    録 
(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 健康づくり課 

会議名 

(審議会等名) 

令和５年度  

第２回嬉野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

開催日時 令和５年１１月２８日（火） １４：００～１５：００ 

開催場所 塩田保健センター ２階会議室 

傍聴の可否 ○可  ・ 不可 ・一部不可 傍聴者数  ０ 人  

傍聴不可・一部不可

の場合はその理由 
 

出 席 者 

委 員 
犬尾委員、古河委員、池田委員、福田委員、石崎委員 

中島委員、藤山委員、藤田委員 

事務局 
市長、市民福祉部長、健康づくり課長 

同課副課長、同課主査 

その他  

会議の議題 別紙のとおり 

配布資料 第２回嬉野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 

審議等の内容 別紙のとおり 
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審 議 等 の 内 容 
(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 健康づくり課 

議 題 第１号 令和６年度国民健康保険標準保険税率を踏まえた税額・税率(案)について 

内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

    

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

（市長あいさつ） 

 

（会長あいさつ） 

 

（会議成立の報告） 

 

（会議録署名委員の選任） 

署名委員を保険医代表として福田委員、被保険者代表を中島委員

に選任してよいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

議題第１号 「令和６年度国民健康保険標準保険税率を踏まえた税

額・税率（案）について」 

(内容は資料による) 

 

基金はいくらぐらいあるのか。また、税率は令和 9 年度に向けて必ず

上がるのか。 

 

令和 5 年度末の見込として 1 億 8000 万円ほどある。 

  令和 9 年度にどれくらい上がるのか、税率がどれくらいになるのか、

については、まだ県は示してないが、税率は上昇する傾向にある。 

 

令和 9 年度に基金が残っていたらどうするか。 

 

令和 12 年度までにすべて使ってしまうことになっている。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

令和 9 年度に税率が一本化し、嬉野市の現状税率より下がった場合、

嬉野市の医療費は他の市町に比べて高いので、嬉野市だけ税率を上げな

いといけないのか。 

 

現在、県が算定する段階で県内の医療費指数を１から０にするよう調 

整されている。０に近づけば県内全市町で完全相互扶助に近づき、医療

費が高い市町を他の市町が補助する状況となる。そのため、医療費が高

いから税率が上がるということはない。ただし、税の収納率が低く、3

年連続で目標に達しない場合は、上げなければならないとなっている。 

 

国保の被保険者数はどうなっているか。 

 

年々、減少傾向である。県内他の市町も同様の傾向である。 

 

令和 9 年度に一本化した際に、基金が使えないので一気に税率が上 

がるのではないか。もしくは、県から何らかの基金が投入されて緩やか

な税率上昇になるか。 

 

確実なことは言えませんが、県の方も 2 年、3 年と経過して基金がた 

まって税率抑制ができる状況になれば、基金の投入の可能性もある。県

も大幅な差を出さないように対策を打ってくると思われる。しかし、確

実ではない。 

 

一本化の話はいつからあったのか。 

 

令和 2 年の連携会議（市長が参加する会議）のときに、正式に決まっ 

ている。 

 

今回の提案では、基金で補填し若干の税率上昇という形で案を出され 

ているようです。最終的には 1 月の協議会で決定いたしますので、この

ような傾向であるということを念頭に置いて頂きますようお願いいた

します。 

今の段階では、事務局案で考えていかないといけないと感じておりま 

すが、いかがでしょうか。もしなければ事務局案をもとに、1 月に再度

協議して最終決定していく方向で検討していきます。よろしくお願いし

ます。 

 

R6.1 月に確定係数での標準保険税率が示されます。確定係数が示さ 

れた後、スムーズに事務処理が行えるよう事務局の方針案を４パターン
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

事務局 

記載しております。 

まず、A パターンとして、仮係数での標準保険税率より上がった場 

合、基金の活用額が増える可能性がありますが、（１）での方針に合わ

せる予定です。 

次に B パターンとして、事務局案と仮係数の間だった場合、（１）で 

の方針に合わせる予定です。（事務局案に合わせる方針だった場合）し

かし、基金の活用額が現在の見込から減少する可能性がありますので、

現行税率に合わせることも検討していきます。 

次に C パターンとして、現行税率と事務局案の間だった場合、基金 

を活用せず、確定係数の保険税率に合わせる、又は基金を活用して現行

税率を維持することを検討します。 

最後に、D パターンとして、現行税率より下がった場合、現行税率を 

維持する予定です。 

 

ここにいる皆さんは、今日提案された内容で検討してよいという形で 

受け止めておりますが、再度委員の皆さんの意見をそろえたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

(異議なし) 

 

皆様のご意見を頂きましたので、念頭に置きながら今後の事務を進め

てまいります。会議の中でもありましたが、次回は 1 月 16 日の予定と

なっております。 

 

（閉会） 

 

 

 


